
事務事業評価の評価結果について（平成２９年度の事業に対する評価）

農林水産部 評価：４＝できている　３＝概ねできている　２＝課題克服が必要　１＝未着手状況　　

指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
平成30年
度以降の事
業の方向性

所見

農林水産政
策課

農業総務
一般事務
事業

　農業費全般に係る一般事務と
して、事務用消耗品の購入、複
写機借上等の施行及び公用車の
維持管理を行います。

事務経費及び
公用車維持管
理費の増

事務用消耗品費、複写機
のパフォーマンスチャー
ジ料、公用車の燃料費及
び修繕料等の削減

複写機、公用車の維
持管理経費等の適正
な執行

複写機、公用車の維持管
理経費等の適正な執行

4

一般的な事務経費をはじ
め公用車の維持管理経費
等について、適切な執行
に努め、経費の節減を図
ることができました。

現状維持

事務用消耗品、複写機の
パフォーマンスチャージ
料、公用車の維持管理経
費等、経費の節減を徹底
していきます。

農林水産政
策課

農業振興
一般事務
事業

　市内各地域の特性や実情に応
じた農業の振興を図るため、地
域の農業者、農村への支援を行
うとともに、広く、市内産農林
水産物の地域特産物としての認
識を深め、津産津消の推進を図
ります。

地区の農業振
興を図る基盤
形成の促進

津市産農林水産物の利用
促進に向け、津市産を積
極的に活用する「推進
店」の登録を増加させま
す。

5地区 4地区

地域農政の地域住民によ
る主体的な取り組みに向
けての検討を行いまし
た。

4

　津市農林水産物利用促
進協議会において、市内
外のイベントでの特産品
１３品目の啓発パンフ
レットの配布やPVを活用
した市内産農林水産物の
ＰＲ、市内高校や短大と
連携して開催したイベン
トでのコラボレシピの発
表、ホームページを活用
した情報発信などを通じ
て、津市産農林水産物の
市内外への消費拡大につ
なげることができまし
た。

拡充・充
実

　地域の特色を活かし、
地域に立脚した農政の推
進を図り、地域の農業振
興と農業経営の安定に向
けた取組を進めます。

農林水産政
策課

農業振興
支援事業

　農業の持続的な発展を図るた
め、多様な担い手の育成・確
保、地域ぐるみで農地・農業用
水等の資源や農村環境を守る取
組等に対し支援を行います。

農業振興支援
事業の推進

　本市の農業の持続的な
発展に向けて、集落営農
の促進、農用地流動化促
進、地域農業基盤創生を
推進し、地域農業の振興
を図ります。

本市の農業の持続的
な発展に向けて、農
業振興に係る主要事
業を計画的に実施し
ます。

農業振興支援各事業の実
施により、地域農業の振
興を図り、本市の農業の
担い手である認定農業
者、集落営農組織、法人
化組織の増加と、6次産
業化に取り組む事業者の
増加、さらに市内外での
津市産農林水産物の認知
度向上に努めました。

4

　農業の持続的な発展に
向けて、担い手等への支
援、農業・農村の多面的
機能の維持・発揮に係る
共同活動への支援等主要
事業を計画的に実施した
ことにより、地域農業の
振興に寄与することがで
きました。

拡充・充
実

　食の安全・安心と自給
力向上、国土保全に資す
るため、農業振興に係る
主要事業の充実を図り、
取組を推進します。ま
た、多様な担い手の育
成・確保、地域ぐるみで
農地・農業用水等の資源
や農村環境を守る取組等
に対し支援を行っていき
ます。

農林水産政
策課

一次産業
担い手供
給プロ
ジェクト
事業

　農業を始めて間もない人の営
農定着を支援するため、新規就
農者の農地等の現場に指導農業
士や農村女性アドバイザーなど
の専門サポーターを派遣し、直
接相談や助言・指導を行う。
　農業従事者の減少・高齢化に
よる後継者不足等を解消するた
め、農林水産政策課にワンス
トップ窓口として｢就農相談窓
口｣を設置し、関係機関との協働
により、多角的な視点から要望
への対応や課題の洗い出し等を
行い就農につなげる。

新規就農者等
農業従事者の
増加

　農業を始めて間もない
人の営農定着を支援する
ため、専門サポーター等
を派遣し、直接相談や助
言・指導を行い、新たな
担い手の支援を図りま
す。

当該事業活用による
新規就農者の確保及
び新規認定就農者の
確保

当該事業の更なる発展、
周知が課題

4

　農林業就業促進対策事
業により、農林業者によ
る農林業の就業希望者を
対象とした研修の実施に
対し、２名の就農希望者
を支援した。
　平成２６年４月から当
課にワンストップ窓口と
して｢就農相談窓口｣を設
置。就農相談者に対し２
４件の相談内容を聞取
り、関係機関との情報共
有・協働による指導等を
行い就農支援を実施し、
相談者のうち２名の新規
就農が生まれた。

拡充・充
実

　農林業就業促進対策事
業について、引続き事業
を推進する。
　一次産業新規就業サ
ポーター制度について、
制度の周知を図り新規就
業者による活用を促した
い。

所管課長等による評価

課等名 中事業名 事業の目的

成果指標（平成29年度） 事業の評価
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農林水産政
策課

経営所得
安定対策
推進事業

　麦・大豆の生産拡大など、水
田の有効活用により、食料自給
率の向上を図るため、津北地域
農業再生協議会・津南地域農業
再生協議会に対し、交付金を交
付します。

米の生産数量
の目標達成

津市全体において、主食
用米の生産数量目標を達
成する。（生産数量目標
以下の数値にする。）

100% 100%
津市全体として、生産数
量の目標を達成します。

4

　水田において、麦、大
豆、地域振興作物、需給
調整の取組として取り扱
う米穀等の生産に取り組
んだ農業者を支援するこ
とで、水田の有効活用や
自給力の向上を図ること
ができました。

現状維持

　津市水田活用自給力向
上交付金を十分に活用
し、米の生産数量の調
整、戦略作物の生産拡大
を通じて食料自給率の向
上を図っていきます。

農林水産政
策課

農村交流
等支援事
業

地域の農畜産物を積極的に活用
し、地域での消費活動を推進す
る活動や、都市と農村の交流を
促進し、農業への理解を積極的
に推進する事業に対し支援を行
い、市民に対する地域農業や地
場産農林水産物への理解・愛着
を深めます。

支援団体の増
加

来場者数を増やすことに
より、事業効果を高めま
す。

2
団体

2
人

農業体験や市内産農産物
の周知の方法について検
討を行います。

4

　イベントにおける市内
産農林水産物のＰＲや生
産者と消費者との交流等
を通じて、市内産農林水
産物の消費拡大、地産地
消の促進を図ることがで
きました。

拡充・充
実

　農林水産業や農林水産
物に対する市民の理解を
深めるため、イベント内
容や方法等を検討し、周
知及び取組の推進を図っ
ていきます。

農林水産政
策課

中山間地
域等直接
支払事業

　中山間地域等、農業生産条件
が不利な地域において、農業生
産の維持を通じて農業・農村の
有する多面的機能の維持に努め
ます。

協定面積の維
持・拡大

中山間地域において、耕
作放棄地の発生を防止
し、多面的機能を維持す
るため、協定面積の維
持・拡大を図ります。

173ｈａ 173ｈａ
営農条件が厳しい地域で
すが、現協定面積の維
持・拡大を図ります。

4

　集落協定を締結して農
業生産活動等の継続を促
し、それにより耕作放棄
地の発生が防止されるな
ど、農業が果たす役割、
農村が有する多面的機能
の維持を図ることができ
ました。

拡充・充
実

　平成２７年度から４期
対策として５か年間実施
されており、対象地域・
集落への制度の周知及び
取組を推進することによ
り、協定面積の拡大を
図っていきます。

農林水産政
策課

獣害対策
事業

　野生鳥獣による農林産物への
被害を抑制し、農業者の収入や
生産意欲を守るため、野生鳥獣
の個体数の調整、防護柵の設
置、地域ぐるみの獣害対策への
支援を行い、獣害対策の取り組
みの推進を図る。

総合的な獣害
対策の取り組
みの推進

個体数調整・防護柵の設
置・地域ぐるみでの取り
組みの支援を対策の基本
としつつ、獣害対策の高
度化の推進を図る。

個体数調整・防護柵
の設置・地域ぐるみ
での取り組みの支援
による着実な獣害被
害の抑制

前年度に比べ捕獲数、地
域ぐるみで取組む地域が
増えている。

4

　有害鳥獣の捕獲数につ
いては年々増加してきて
おり、「津市獣害対策相
談チーム」と「津市広域
獣害対策連絡協議会」な
どが連携した獣が近寄り
にくい集落づくり啓発な
ど地域での取り組みにつ
いても、各地域性に沿っ
た獣害対策の浸透などの
意識改革が見受けられ
る。
　また、平成28年度から
市単従来柵要件の緩和や
市単小規模農地に対する
柵補助事業の創設によ
り、防護柵の設置がきめ
細かにできるようにな
り、一定の被害対策が図
れた。

拡充・充
実

　鳥獣被害は依然と3千
万円程度の被害が発生し
ている。また、被害金額
とは別に生産者の生産意
欲の低下が懸念されま
す。平成30年度以降も引
き続き獣害対策を行って
いく必要があります。対
策内容としては、引き続
き「個体数調整」「防護
柵の推進」「地域ぐるみ
での取り組み」の3本の
柱を中心に、「獣害対策
相談チーム」が地域に出
向き、耕作者、協議会な
どに対しに相談、被害調
査を行い地域にあった対
策を提案などを行いなが
ら地域から更なる信頼あ
る「獣害対策相談チー
ム」の構築を図ります。
また、先進的なものも取
り入れながら、鳥獣被害
の低減を図っていく。
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農林水産政
策課

畜産業振
興事業

　中南勢地区のと畜解体処理施
設である松阪食肉公社の経営を
支援するとともに、特産松阪牛
の生産振興を図ります。

松阪食肉公社
への負担金の
軽減、特産松
阪牛生産の増

松阪食肉公社への負担金
を軽減することで、経費
の削減に繋げていきま
す。

施設整備を含め、公
社の経営・運営につ
いて費用対効果を考
慮し、自助努力を求
めていくとともに、
松阪肉牛共進会への
出品１頭以上を目指
します。

松阪肉のブランドを維持
するため、負担金に対す
る費用対効果も含め、松
阪食肉公社の経営の改善
に繋げるために自助努力
を求めていくとともに、
兵庫県産素牛の導入促進
に努めていきます。

4

　松阪食肉公社の経営改
善を通じて畜産農家の経
営安定に資することがで
きました。
　また、津地域畜産クラ
スター協議会の組織化及
び協議会への参画によ
り、津地域畜産クラス
ター計画の策定を支援
し、津市の畜産・酪農業
の収益力強化と耕種農家
との連携強化を図りまし
た。

拡充・充
実

　今後も引き続き、松阪
食肉公社の経営の自助努
力による経営改善を求め
ていくとともに、今後の
施設修繕について協議し
ていきます。
　また、特産松阪牛の生
産を支援することで、伝
統ある松阪牛生産を振興
していきます。

林業振興室
林業総務
一般事務
事業

　森林法に基づいて森林所有者
等から提出される届出等の事務
処理や森林整備協議会の開催な
ど、林業振興の一般的な事務に
係る経費の執行管理を行う。

複写機、公用
車の維持管理
経費等の適切
な執行、森林
整備協議会の
開催

林業振興室所管の各事業
の円滑な実施を図る。

2回 2回

　環境整備計画の認定及
び森林整備協議会の委員
の改選により津市森林整
備協議会の開催回数が２
回となった。

4

　森林法に基づく伐採
届、森林所有者届等の事
務処理を適切に行い、森
林整備協議会も適宜開催
している。また、三重県
及び林業関係団体との連
絡調整も図ることができ
た。

現状維持

　今後においても森林法
等に基づく手続きを適切
に行い、林業関係団体等
の連携強化に努める。

林業振興室
林業振興
一般事務
事業

　林業関係施設の適切な維持管
理を行い、施設利用上の安全性
及び利便性の向上を図る。

各施設の適切
な管理

来場者が快適に利用でき
るよう各施設の維持管理
を適正に行う。

適切な施設の維持管
理

適切な施設の維持管理を
行うことができた。

4

　施設の老朽化が進む
中、施設の維持管理経費
の節減を行い、利用者へ
のサービス向上につなげ
ることができた。

現状維持
　施設の適切な維持管理
を行うため、引き続き適
切な施設管理に努める。

林業振興室
森づくり
整備事業

　生産林においては、間伐事業
補助金により持続可能な林業経
営を支援して、木材生産機能を
含む森林の多面的機能の向上を
図る。また、環境林において
は、環境創造事業等により森林
を公共財として位置づけた公益
的機能を高度に発揮する多様な
森林づくりを行う。
　一方、間伐を進めるために必
要な森林境界の明確化に対して
支援を行い、施業の集約化をす
ることにより効率的な森林整備
を図る。

津市内の森林
経営計画の間
伐計画面積

津市特定間伐等促進計画
に定める平成32年度末ま
でに行う間伐等の目標面
積を成果指標とします。

405ｈａ 274ｈａ

　強い森林づくり促進事
業では搬出間伐を主とし
て支援したため、間伐の
面積としては減少した。

4

　強い森林づくり促進事
業は主に搬出間伐の申請
のため事業量は減少し、
森林環境創造事業も県か
らの事業費割当の減少に
伴い事業量も減少した。
一方、森林整備地域活動
支援交付金事業において
森林境界の明確化が拡充
され、地域活動を実施し
た団地が大幅に増加し
た。
　また、森林法改正によ
り統一的な基準に基づ
き、森林の土地の所有者
等の情報を林地台帳とし
て整備した。

拡充・充
実

　森林経営計画の策定に
よる集約化、作業路の開
設及び高性能林業機械の
導入により、利用間伐を
促進し、積極的な林業経
営を促すとともに木質バ
イオマス原料の確保に努
める。

林業振興室
市有林維
持管理事
業

市有財産の価値の向上及び多面
的機能の維持向上を目的に市有
林整備を行う。

市有林の維持
管理箇所

市有林の管理委託面積 60ha 184ha
前年度の約1.4倍の面積
を巡視できた。

4

　市有林の現況を把握す
ることで、適正な維持管
理の推進等、今後、市有
林整備を計画的に実施し
ていく。

現状維持

　定期的な現状把握に努
め、計画的な間伐等の施
業を実施し、適正な維持
管理に努める。
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指標名 指標設定の考え方 目標値 実績値 数値以外の目標 目標に対する実績等の分析 評価 所見
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成果指標（平成29年度） 事業の評価

林業振興室
林道整備
事業

　森林の適正な管理や伐採木の
搬出等、林業経営の低コスト化
を図るため、林道の開設、改良
工事を行う。

計画的に林道
整備（開設・
改良）を行
う。

津市森林整備計画、その
他の計画に基づき事業を
行う。

林道の開設、改良工
事を計画的に行い基
盤整備を促進する。

津市森林整備計画、その
他の計画に基づき、林道
の開設、改良工事を計画
的に行い基盤整備を促進
することができた。

4

　林道の開設工事等を行
うことにより、森林の適
正な維持管理や効率的な
林業経営に資することが
できた。

現状維持

　実施事業の効率化を図
るとともに、林道開設に
ついてはコスト縮減に努
める。

林業振興室
林道維持
管理事業

　林道における通行環境等の維
持・保全による安全性の確保を
目的とし、路面整正や排水施設
の整備、補修用原材料の支給、
草刈業務等を行う。
　また、被災を未然に防止し、
適切な維持管理を行うために林
道の現況（危険箇所等）調査業
務委託を行う。

事業の効率性
事業の効率化を図りま
す。

林道の通行の安全を
確保するため、排水
路の修繕や、小規模
崩落土の撤去を行
う。
補修用材料を支給し
維持経費の軽減を図
る。

林道の通行の安全を確保
するため、排水路の修繕
や、小規模崩落土の撤去
を行うとともに、補修用
材料を支給し維持経費の
軽減を図ることができま
した。

4

　林道の適切な維持管理
に努めることで、安全な
木材の搬出・運搬、森林
の保全に資する事ができ
た。

現状維持

林道現況調査の結果に基
づきながら、効率的かつ
効果的な林道維持管理を
行う。

林業振興室
林道施設
災害復旧
事業

台風等により被災した林道施設
の早期復旧を図る。

迅速な災害復
旧

災害調査等により災害原
因を把握し、その解消を
図るとともに、迅速な原
形復旧に努める。

木材搬出等の林業経
営に支障をきたすこ
とがないよう早急な
復旧に努める。

　林道災害の迅速な復旧
により、木材の排出・運
搬等に対する影響を最小
限度に留める事ができま
した。

3

林道災害の迅速な復旧に
より、木材の搬出・運搬
等に対する影響を最小限
度に留める事ができた。

現状維持
迅速な復旧を心がけ、林
業経営に支障をきたさな
いよう努める。

林業振興室

みえ森と
緑の県民
税市町交
付金事業

みえ森と緑の県民税市町交付金
を活用し、２つの基本方針「災
害に強い森林づくり」「県民全
体で森林を支える社会づくり」
と、５つの対策「土砂や流木を
出さない森林づくり」「暮らし
に身近な森林づくり」「森を育
む人づくり」「木の薫る空間づ
くり」「地域の身近な水や緑の
環境づくり」に沿って、地域の
実情に応じ創意工夫した森林づ
くりを行う。

2つの基本方
針と5つの対
策に沿った施
策数

基本方針と対策に沿った
事業対策数を指標としま
す。

4事業 4事業
各事業とも、基本方針に
基づいた事業実施ができ
た。

4

木に触れ感じる機会を創
出することで、森林・林
業に対する理解を深め、
木材の良さをＰＲでき
た。

現状維持

平成29年度以降も、森
林・林業に対する理解を
深めることができ、木材
の良さを広くＰＲできる
よう創意工夫した施策を
行う。

水産振興室
漁港等維
持管理事
業

　河芸、白塚、香良洲の３漁港
について、除草作業等適切な維
持管理に努めます。
　各漁港施設の維持及び修繕工
事を実施します。

清掃回数

　３漁港について、適切
な維持管理に努めるた
め、清掃回数を指標とし
ます。

漁港利用者の意識改革を
図り、漁港区域内の清掃
をすることができまし
た。

4
　今後も管理する漁港
の、適正な維持管理に努
めます。

現状維持
　今後も管理する漁港
の、適正な維持管理に努
めます。
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水産振興室
漁港等整
備事業

　河芸・白塚・香良洲の３漁港
について、施設の老朽化が進ん
でいることから、施設の長寿命
化及び更新コストの平準化、縮
減を図るため、機能保全計画を
策定し、計画的に保全工事を実
施します。
　香良洲漁港は、災害時孤立す
る恐れがある地区に位置するこ
とから、災害に強く安全な漁港
づくりを推進するとともに、水
産物の安定的な供給を図るた
め、平成24年度から7か年計画
で国・県の補助事業の採択を受
け、北防波堤の延伸事業及び物
揚場の耐震・耐津波対策を実施
しています。

香良洲漁港北
防波堤延伸延
長

災害に強く安全な漁港づ
くりを推進するととも
に、水産物の安定的な供
給を図るための、防波堤
延伸の整備延長を指標と
して設定します。

4

　白塚漁港において、機
能保全計画に基づき、施
設の長寿命化を図るため
の保全工事を実施するこ
とができました。
　香良洲漁港において
は、平成30年度事業完了
に向けて、北防波堤延伸
工事を実施することがで
きました。

現状維持

　河芸・白塚・香良洲の
３漁港について、施設の
長寿命化を図るため、機
能保全計画に基づき保全
工事を実施していきま
す。
　香良洲漁港において、
災害に強く安全な漁港づ
くりを推進するととも
に、水産物の安定的な供
給を図るため、平成30年
度事業完了に向けて工事
を実施していきます。

水産振興室
水産業振
興支援事
業

　伊勢湾内の漁場の環境悪化に
伴い、資源の減少が漁家の収入
に大きな影響を与えていること
から、水産資源の保護増殖を図
る漁業組合の取組に支援を行
い、「とる漁業」から「つく
り、育て、とる漁業」への転換
を推進します。
　また、魚食の推進を図るた
め、水産物消費拡大のＰＲを行
う漁協等に対しての支援や、環
境・生態系の維持・回復や安心
して活動できる海域の確保など
水産業・漁村の多面的機能の発
揮に資する地域の活動に対する
支援を行います。

漁獲量の安定

常に変化している漁場の
状況から、漁獲量の安定
を指標として設定しま
す。

種苗放流区域において、
組合で共同作業を実施
し、漁場の管理を適正に
行うことで、「つくり、
育て、とる漁業」の推進
を図ることができまし
た。

4

　水産資源の保護増殖を
図る漁業組合の取組に支
援を行い、「つくり、育
て、とる漁業」の推進を
図ることができました。
　津まつり等各種イベン
トでのふるまい貝汁の出
店や、三重県水産物消費
拡大促進協議会が作成し
たお魚カレンダーを各種
行事で配布するなど、水
産物の消費拡大のＰＲを
積極的に行うことができ
ました。

現状維持

　今後も「つくり、育
て、とる漁業」の推進を
図っていきます。
　また、水産物の消費拡
大のＰＲを積極的に行っ
ていきます。

農業基盤整
備課

市単土地
改良事業

　農業用施設に係る地元自治
会・土地改良区等からの要望に
対し、農道舗装及び水路改修工
事等を実施するとともに、小規
模な地元発注工事に対し補助金
を交付します。
　また、生コンクリート・砕石
等を原材料として地元へ支給す
ることにより農業用施設の整
備・補修を行います。

事業の効率化

農業用施設の改修を行
い、耕作や維持管理が容
易にできるよう事業の効
率化を指標として設定し
ます。

・農道、農業用水路
等などで、地元自治
会・土地改良区が発
注する小規模な工事
に係る費用を補助し
ます。
・地元の共同作業に
よる農業用施設の改
修に対し補修用原材
料を支給し、改修経
費の軽減を図りま
す。

事業要望が増えている傾
向にある中、緊急度の高
いものには、対応できま
した。

4

　農業用施設の改修工
事、原材料支給及び土地
改良区等が発注する小規
模な改修工事等に補助し
たことで、営農経費・維
持管理の軽減に寄与する
ことができました。

拡充・充
実

　昨年度に比べ予算が増
額となり、未改修施設及
び老朽化に伴う施設の改
修要望に対応していきた
いと考えているが、年々
要望は増大しているた
め、更なる事業の拡充を
図っていきます。

農業基盤整
備課

県営等土
地改良事
業

　国・県の補助を受け、農業用
用排水路等の整備工事を実施す
るとともに、新規事業の採択に
向け計画策定業務を実施し、た
め池の老朽化、危険度等の機能
診断を行い、流域の浸水被害防
止を図るとともに、農業用水の
安定供給を図ります。
　また、県営土地改良事業の地
元調整にあたるとともに、事業
に係る市負担分を負担すること
により、営農経費・維持管理の
軽減を図り、担い手への利用集
積向上に努めます。

事業進捗率

農業用施設（ため池・頭
首工等）の大規模工事を
県営事業で行っており、
事業進捗率を指標として
設定します。

60% 91.80%

国・県事業予算が年々縮
小されていますが、国の
補正予算増等により、目
標値以上に達成すること
ができました。

4

　県営事業等に係る負担
金を負担したことによ
り、農家の負担を軽減す
ると共に、営農経費・維
持管理の軽減に寄与する
ことができました。ま
た、市民の安心安全を守
るために、ため池ハザー
ドマップを作成し啓発の
準備ができました。

拡充・充
実

　国の平成３０年度の予
算に対応し県営事業の円
滑な推進を図ります。ま
た、ため池における耐震
化計画の見直しを行い、
計画的な整備ができるよ
う補助金確保に向けた働
きかけを行い、予算の確
保を要求していきます。
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農業基盤整
備課

農業用施
設維持管
理事業

　排水機場等主要施設の定期的
な整備・補修を実施し、これら
施設の適正な操作と維持管理を
行い、流域の浸水被害防止を図
るとともに、農業用水の安定供
給を図ります。

事業実施率

農業用施設の長寿命化の
ため、土地改良施設維持
管理適正化事業にて計画
的に改修を行っており、
事業進捗率を指標として
設定します。

80% 97.10%

　維持管理適正化事業に
ついては、事業実施計画
に基づき工事を実施する
ことができました。

4

　頭首工・排水機場等主
要な農業用施設の定期的
な整備・改修を実施する
ことにより、流域の浸水
被害防止と農業用水の安
定供給に寄与することが
できました。

拡充・充
実

　頭首工及びため池等主
要な農業用施設の老朽化
が進んでいる中、毎年新
規地区の事業化を要望し
ており、採択いただいて
いる状況です。このこと
から、今後も各農業用施
設の改修要望を行ってい
きます。

農業基盤整
備課

農地一般
事務事業

　土地改良施設の管理を行うと
ともに、農業生産基盤の安定化
を図るため、各種土地改良事業
関係の負担金を負担します。

土地改良事業
の円滑な執行

基幹的施設に対する農業
者負担の軽減を行い、農
業生産基盤の安定化を図
るため、土地改良事業の
円滑な執行を指標として
設定します。

・県営中勢用水土地
改良事業の計画償還
金および中勢用水事
業にかかる県営事業
の農家負担分を負担
し、農家の負担軽減
を図ります。
・協議会等のへの補
助金交付を行い、土
地改良事業の円滑な
執行を図ります。

　適切な支援を行うこと
で、土地改良施設の管理
運営を図ることができま
した。

4

　土地改良施設を適正に
管理したことにより、農
業生産基盤の安定化に寄
与することができまし
た。
　また、各種土地改良事
業関係の負担金を負担し
たことにより、農家の負
担を軽減するとともに、
土地改良事業の円滑な執
行に努めることができま
した。

現状維持

　農家の高齢化により後
継者の減少が一層進んで
いる中、土地改良事業関
係の負担金を負担し、土
地改良施設の維持管理に
努めていきます。

農業基盤整
備課

農地災害
復旧事業

　農地において、集中豪雨など
の天然現象により被災した箇所
を原形に復旧し機能回復を図り
ます。

迅速な災害復
旧

台風等により農地が被災
した場合は、災害調査に
より災害原因等を把握
し、迅速な災害復旧に努
めることを指標として設
定します。

　農業生産等に支障
をきたすことがない
よう早期復旧に努め
ます。

　迅速な対応を心掛け、
被災原因の把握とコスト
を抑えた原形復旧を行い
ましたが、被災時期が１
０月末であり、早期に発
注しましたが、被災規模
から一部繰越工事となり
ました。

3

　災害復旧事業により、
一部の被災を受けた農地
を原形復旧することがで
き、農業生産の維持が図
ることができましたが、
被災時期が１０月末であ
り、早期発注を行ったも
のの被災規模が大きく年
度内完成が見込めないた
め、一部が繰越工事とな
りました。

拡充・充
実

　災害という不慮の事態
に対し、災害復旧事業に
より早期に機能を回復す
ることで、農業生産の維
持と農家経営の安定に寄
与することができました
が、早期発注を行ったも
のの被災規模が大きく年
度内完成が見込めないた
め、一部が繰越工事とな
りました。

農業基盤整
備課

農業用施
設災害復
旧事業

　農業用施設において、集中豪
雨などの天然現象により被災し
た箇所を原形に復旧し機能回復
を図ります。

迅速な災害復
旧を行う。

台風等により農業用施設
が被災した場合は、災害
調査により災害原因等を
把握し、迅速な災害復旧
に努めることを指標とし
て設定します。

　農業生産等に支障
をきたすことがない
よう早期復旧に努め
ます。

　迅速な対応を心掛け、
被災原因の把握とコスト
を抑えた原形復旧を行い
ましたが、被災時期が１
０月末であり、早期に発
注しましたが、被災規模
から全件繰越工事となり
ました。

3

　災害復旧事業により、
一部の被災を受けた農業
用施設を原形復旧するこ
とができ、農業生産の維
持が図ることができまし
たが、被災時期が１０月
末であり、早期発注を
行ったものの被災規模が
大きく年度内完成が見込
めないため、全件が繰越
工事となりました。

拡充・充
実

　災害という不慮の事態
に対し、災害復旧事業に
より早期に機能を回復す
ることで、農業生産の維
持と農家経営の安定に寄
与することができました
が、早期発注を行ったも
のの被災規模が大きく年
度内完成が見込めないた
め、全件が繰越工事とな
りました。
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